
平
成
二
十
年
四
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

三

二

二

号

二
〇
〇
一
年
十
二
月
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
復
興
Ｎ
Ｇ
Ｏ
東
京
会
議
で
の
草
の
根
・
人
間
の
安
全
保
障
無
償
資
金

協
力
の
資
金
の
使
途
を
め
ぐ
る
外
務
省
の
対
応
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書提

出

者

鈴

木

宗

男
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二
〇
〇
一
年
十
二
月
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
復
興
Ｎ
Ｇ
Ｏ
東
京
会
議
で
の
草
の
根
・
人
間
の
安
全
保
障
無
償
資
金

協
力
の
資
金
の
使
途
を
め
ぐ
る
外
務
省
の
対
応
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
二
九
一
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

二
〇
〇
一
年
十
二
月
六
日
の
自
民
党
の
外
交
関
係
合
同
会
議
に
お
い
て
、
当
時
の
小
原
雅
博
外
務
省
無
償
資
金
協
力
課
長

が
、
同
年
同
月
に
開
催
さ
れ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
復
興
Ｎ
Ｇ
Ｏ
東
京
会
議
（
以
下
、
「
東
京
会
議
」
と
い
う
。
）
へ
参
加
す

る
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
活
動
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
渡
航
費
に
草
の
根
・
人
間
の
安
全
保
障
無
償
資
金
協
力
（
以
下
、
「
草
の
根

資
金
協
力
」
と
い
う
。
）
の
資
金
を
充
て
る
こ
と
を
外
務
省
が
考
え
て
い
る
旨
の
説
明
を
し
た
が
、
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員

よ
り
、
「
草
の
根
資
金
協
力
」
の
資
金
は
そ
の
様
な
形
で
使
え
な
い
旨
の
指
摘
を
受
け
、
同
月
二
十
日
の
同
じ
会
議
に
お
い

て
、
右
の
説
明
を
し
た
こ
と
は
不
適
切
で
あ
っ
た
旨
の
説
明
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
前
回
質
問
主
意
書
で
、
そ
も
そ
も
な

ぜ
外
務
省
は
「
草
の
根
資
金
協
力
」
の
資
金
を
右
の
様
な
形
で
使
お
う
と
判
断
（
以
下
、
「
判
断
」
と
い
う
。
）
し
た
の

か
、
外
務
省
は
「
草
の
根
資
金
協
力
」
の
し
く
み
、
ル
ー
ル
を
十
分
に
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
、
ま
た
「
判

断
」
は
外
務
省
の
ど
こ
の
部
局
で
な
さ
れ
た
か
、
そ
の
責
任
者
は
誰
か
等
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
お

尋
ね
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
が
保
管
す
る
文
書
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
」
と
の
答

一



弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
外
務
省
が
現
在
保
管
し
て
い
る
文
書
か
ら
は
右
の
問
い
に
回
答
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
て
も
、
外

務
省
が
「
東
京
会
議
」
開
催
に
際
し
て
、
当
初
「
草
の
根
資
金
協
力
」
の
し
く
み
、
ル
ー
ル
に
反
す
る
形
で
そ
の
資
金
を
使

お
う
と
し
た
こ
と
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
り
、
現
在
外
務
省
が
保
管
し
て
い
る
文
書
か
ら
は
当
時
の
い
き
さ
つ
が
わ
か
ら
な

い
に
し
て
も
、
外
務
省
が
当
初
間
違
っ
た
判
断
を
し
た
こ
と
は
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

二

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
草
の
根
無
償
資
金
協
力
（
当
時
）
に
よ
り
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
復
興
Ｎ
Ｇ
Ｏ
東
京
会
議
（
以
下

「
東
京
会
議
」
と
い
う
。
）
に
か
か
る
経
費
の
一
部
の
支
援
を
行
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
旨
説
明
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
外

務
省
に
お
い
て
更
に
検
討
し
た
結
果
至
っ
た
結
論
を
東
京
会
議
の
主
催
者
に
説
明
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
」
と
の
答

弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
答
弁
で
言
う
「
東
京
会
議
の
主
催
者
」
と
は
誰
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

二
の
答
弁
に
あ
る
、
外
務
省
が
「
東
京
会
議
の
主
催
者
」
に
対
し
て
「
東
京
会
議
」
に
出
席
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
宿
泊
費
等
に

「
草
の
根
資
金
協
力
」
の
資
金
は
使
え
な
い
旨
の
説
明
（
以
下
、
「
説
明
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
際
に
、
外
務
省
と
し
て

間
違
っ
た
判
断
を
し
た
、
認
識
違
い
で
あ
っ
た
旨
の
説
明
は
し
た
か
。

四

「
説
明
」
を
行
っ
た
際
に
、
外
務
省
自
身
の
判
断
違
い
、
認
識
違
い
で
あ
っ
た
と
い
う
趣
旨
で
は
な
く
、
鈴
木
宗
男
衆
議

院
議
員
の
圧
力
に
よ
っ
て
「
草
の
根
資
金
協
力
」
の
資
金
が
使
え
な
く
な
っ
た
旨
、
「
東
京
会
議
の
主
催
者
」
に
話
し
た
と

二



い
う
事
実
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


